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中部管区行政評価局



発災時における行政相談 総務省中部管区行政評価局

災害専用

フリーダイヤル

特別行政相談所

被災者への

生活支援情報の提供

総務省では、大規模災害や地域の住民の生活基盤に多大の影響を及ぼす事態が発生した場合、必要に応じ
「特別行政相談活動」を行っています。管区行政評価局・行政評価事務所に「特別行政相談窓口」を設置し
たり、国の行政機関、政府系金融機関、都道府県、市町村などが幅広く参加して、ワンストップで相談に対
応する「特別行政相談所」を開設し、被災された方々からの相談・問い合わせに対応するなどしています。

◇行政による各種支援措置などに関

する問い合わせに対応するため、管
区行政評価局や行政評価事務所に、
専用のフリーダイヤルを開設します。

◇行政機関や各種支援措置に関する

専門家などの協力を得て、各地で
「特別行政相談所」を開設し、ワン
ストップで被災者の相談、問い合わ
せなどに対応しています。

◇被災者生活支援情報誌「被災者の

皆様への生活支援」を作成し、ホー
ムページ掲載のほか、避難所、市区
町村に配布しています。



名古屋法務局



１ プロジェクト始動

全市町村訪問達成
※愛知県全市町村数５４

② リーフレット作成
（８月～）

⑤ 広報誌掲載
（１１月７日）

リーフレット １０万部
ポスター ３０００枚を作成

配布先
愛知県内全市町村
公証人役場
司法書士会
土地家屋調査士会
税理士会
愛知県内の税務署

相続登記促進等の依頼（７月１９日）

２ 活動内容

① 市町村長訪問
（８月２３日
～２月１４日）

取材
８月２２日（ＮＨＫ名古屋放送局）
放映
８月２９日（ＮＨＫおはよう東海）
９月１日 （ＮＨＫおはよう関西）

３ 報道

■１０月まで
■１１月
■１２月以降

会場 名古屋市公会堂
参加者 ２３３名
市町村の空き家問題を担当する職員
を対象に三者主催の研修会を実施

⑥ 空き家対策特別措置法
研修会（１２月９日）

構成員
名古屋法務局
愛知県司法書士会
愛知県土地家屋調査士会

④ 相続相談会
（１０月～）

③ 市民講座
（１０月２日ほか）

講師に司法書士，土地
家屋調査士を加え，相
続・空き家に関する内容
に強化
本局及び９支局で開催
全参加者数３２６名

14条地図の住民説明会と
同時に，司法書士，土地家
屋調査士，税理士を相談員
とした相続に関する相談会
を開催

県下全市町村に，広報
誌へ相続登記の促進に
係る記事の掲載を依頼

⑦ 早稲田大学
山野目教授講演会
（３月３日・４日）

相続登記を中心に山野目
教授の講演会及びパネル
ディスカッションを実施
参加者
法務局職員 ２０１名
司法書士 １４１名



 市町村の担当者を対象とした研修会において，早稲田大学の山野
目章夫教授を招き「地図作りをする時－それは今」と題した講義を，
また，未着手市町村を念頭に当局前田民事行政部長，中部地方整備
局松田課長の三者によるパネルディスカッション「地籍調査のスス
メ」を開催した。 

名古屋法務局における早期の復興に資する取組 

愛知県内の地籍調査の推進 

 毎年，当局において，大都市部（名古屋駅周
辺部等）及び現況と公図が一致していない地域
において，地図の作成作業を実施している。 
 平成２８年度は，名古屋市中村区佐古前町周
辺及び春日井市坂下町において実施した。 

法務局における地図作成作業 
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